
第７６号議案 佐世保市税条例の一部改正の件 

 

１ 主旨 

地方税法の一部改正（令和６年３月３０日公布、令和６年４月１日施行）に伴い改正するもの。 

 

２ 改正の概要・施行期日 

⑴ 新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置における申告の見直し 

 （対象条項） 

   佐世保市税条例第２９条第３項（新設） 

 

 （内容） 

新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、分譲マンション等の区分所有に係る住宅の場合、

区分所有者からの申告書の提出があった場合に限り減額措置を適用していたものを、マンション管理組合の管理者等

から必要書類の提出があり、減額要件に該当することが認められる場合には、区分所有者からの申告書の提出がなく

ても減額措置の適用を受けることができるよう定めるものです。 

   

 （根拠法令） 

地方税法附則第１５条の７第４項 

 

 （施行期日） 

公布の日 

 

  



⑵ 固定資産税等の条例で定める課税標準の特例割合について 

ａ 特定再生可能エネルギー発電設備関連 

（対象条項） 

佐世保市税条例附則第８８項 

 

（内容） 

「地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）」に係る固定資産税の課税標準の特例割合を定めるも

のです。 

 

特例対象：令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に取得した特定再生可能エネルギー発電設備のう

ち、特定バイオマス発電設備（バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ず

るバイオマスを電気に変換するものに限る。）で１０，０００ｋＷ以上２０，０００ｋＷ未満の設備に

該当する償却資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【バイオマス発電設備の特例割合イメージ】
20,000KW未満　 【現行】 20,000KW未満　 【新】

（附則第15条25項第1号ニ） （25項第1号ニ） （25項第2号）
特例割合：2/3を参酌 特例割合：2/3を参酌 6/7を参酌

10,000KW以上　 10,000KW以上　

10,000KW未満　

特例割合：1/2を参酌

10,000KW未満　

特例割合：1/2を参酌
（附則第15条25項第3号ハ） （附則第15条25項第4号ハ）

※特例割合2/3は佐世保市税条例附則第87項に、特例割合1/2は佐世保市税条例附則第91項において規定
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特例割合：現行 ３分の２ → 参酌率 ７分の６ → 条例 ７分の６ 

    （７分の６を参酌して１４分の１１以上１４分の１３以下の範囲内において市町村の条例で定める割合）  

適用年度：令和７年度課税分から令和１１年度課税分 

     （新たに固定資産税が課されることとなった年度から３年度分に限る） 

 

（根拠法令） 

  地方税法附則第１５条第２５項第２号 

 

（施行期日） 

公布の日 

 

 

ｂ  一体型滞在快適性等向上施設等関連 

（対象条項） 

佐世保市税条例附則第９３項 

 

（内容） 

「地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）」に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例

割合を定めるものです。 

 

特例対象：都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が一定の一体型滞在快適性

等向上事業により、令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に整備した、一体型滞在快適

性等向上施設等の用に供する一定の固定資産 

特例割合：現行 ２分の１（地方税法に規定） → 参酌率 ２分の１ → 条例 ２分の１ 

     （２分の１を参酌して３分の１以上３分の２以下の範囲内において市町村の条例で定める割合） 

 



適用年度：令和７年度課税分から令和１３年度課税分 

     （新たに固定資産税が課されることとなった年度から５年度分に限る） 

 

（根拠法令） 

  地方税法附則第１５条第３８項 

 

（施行期日） 

公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「居心地が良く歩きたくなる」まちなか

の形成を目指す区域（滞在快適性等向上

区域）において、民間事業者等（土地所

有者等）が、市町村による道路、公園等

の公共施設の整備等と併せて民地のオー

プンスペース化や既存建物低層部のオー

プン化（一体型滞在快適性等向上事業）

を行った場合に、整備が完了した年の翌

年から 5年間、固定資産税・都市計画税

を軽減する（参酌率 1/2）。 

  
・一体型滞在快適性等向上事業とは？  

官民一体で、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区

域（まちなかウォーカブル区域）において、佐世保市が行う公共施設の

整備等（歩道の拡幅や、都市公園における芝生広場の整備等）と一体と

なって行われる、土地所有者等（民間事業者）による交流・滞在空間を

創出する事業 

・土地所有者等による交流・滞在空間を創出する事業とは？ 

土地所有者等が民地を誰もが利用できるオープンスペースとしたり、

既存建物の低層部をオープン化（ガラス張り化等）したりする事業 

 

１ 税制面の優遇措置について（固定資産税・都市計画税の軽減） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 一体型滞在快適性等向上事業に関すること  

(1)佐世保市での都市再生設備計画の区域（及び滞在快適性等向上区域）  

※アーケード周辺や夜店公園通り周辺（緑枠線内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)必要となる整備内容（事業）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 令和 6年度地方税法の改正内容について 

令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで(2 年延長)の間に整備した

当該事業について特例割合を、1/2を参酌して 1/3以上 2/3以下の範囲（現

行 1/2：地方税法で規定）において市町村の条例で定める割合とする。  

一体型滞在快適性等向上事業（通称：一体型ウォーカブル事業）について 



⑶ 地方税法等の一部改正に伴う条項の変更（項ずれ）等によるもの 

（対象条項） 

佐世保市税条例第２９条第３項～第１４項、第３５条第３項 

佐世保市税条例附則第７２項、７３項、７９項、８０項、８９項～９２項 

 

（内容） 

地方税法等の一部改正による条項の項及び号ずれ並びに削除によるものです。 

 

（根拠法令） 

・地方税法附則第１５条第２５項、第３２項、第１５条の７ 

・地方税法施行規則第７条第９項～第１２項、第１７項～第１８項 

・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合

衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第４条第７項 

 

（施行期日） 

公布の日 

 



３ 参考資料 

令和６年度税制改正に伴う条項ずれ等早見表 

佐世保市税条例 内容 新対象 旧対象 

改正後 改正前 

第 29条第８項 第 29条第７項 耐震改修が行われた住宅等に対する

固定資産税の減額を受けようとする

者がすべき申告 

地方税法施行規則

附則第７条第９項 

地方税法施行規則

附則第７条第８項 

第 29条第９項 第 29条第８項 耐震改修が行われた住宅等に対する

固定資産税の減額を受けようとする

者がすべき申告 

地方税法施行規則

附則第７条第 10項 

地方税法施行規則

附則第７条第９項 

第 29条第 10項 第 29条第９項 耐震改修が行われた認定長期優良住

宅等に対する固定資産税の減額を受

けようとする者がすべき申告 

地方税法施行規則

附則第７条第 11項 

地方税法施行規則

附則第７条第 10項 

第 29条第 11項 第 29条第 10項 耐震改修が行われた認定長期優良住

宅等のうち熱損失防止改修工事等が

なされた部分に対する固定資産税の

減額を受けようとする者がすべき申

告 

地方税法施行規則

附則第７条第 12項 

地方税法施行規則

附則第７条第 11項 

第 29条第 12項 第 29条第 11項 大規模の修繕等が行われたマンショ

ンに対する固定資産税の減額を受け

ようとする者がすべき申告 

地方税法施行規則

附則第７条第 17項 

地方税法施行規則

附則第７条第 16項 

第 29条第 13項 第 29条第 12項 耐震改修が行われた要安全確認計画

記載建築物等に対する固定資産税の

減額を受けようとする者がすべき申

告 

地方税法施行規則

附則第７条第 18項 

地方税法施行規則

附則第７条第 17項 



佐世保市税条例 内容 新対象 旧対象 

改正後 改正前 

第 35条第３項 第 35条第３項 軽自動車税の納税義務者等（米軍関

係） 

日米協定による特

例法第４条第７項 

日米協定による特

例法第４条第２項 

附則第 72項 附則第 72項 特定再生可能エネルギー発電設備

（特定太陽光発電設備）に係る固定

資産税の課税標準に関する参酌割合 

地方税法附則第 15

条第 25項第３号イ 

地方税法附則第 15

条第 25項第２号イ 

附則第 73項 附則第 73項 特定再生可能エネルギー発電設備

（特定風力発電設備）に係る固定資

産税の課税標準に関する参酌割合 

地方税法附則第 15

条第 25項第３号ロ 

地方税法附則第 15

条第 25項第２号ロ 

附則第 79項 附則第 79項 児童福祉法に規定する特定事業所内

保育施設にかかる固定資産税の課税

標準に関する参酌割合 

（削除） 地方税法附則第 15

条第 32項 

附則第 80項 附則第 80項 都市緑地法第６３条に規定する認定

計画に基づき設置された市民緑地に

かかる固定資産税の課税標準に関す

る参酌割合 

地方税法附則第 15

条第 32項 

地方税法附則第 15

条第 33項 

附則第 89項 附則第 88項 特定再生可能エネルギー発電設備

（特定水力発電設備）に係る固定資

産税の課税標準に関する参酌割合 

地方税法附則第 15

条第 25項第３号ハ 

地方税法附則第 15

条第 25項第２号ハ 

附則第 90項 附則第 89項 特定再生可能エネルギー発電設備

（特定水力発電設備で総務省令で定

める規模以上のもの）に係る固定資

産税の課税標準に関する参酌割合 

地方税法附則第 15

条第 25項第４号イ 

地方税法附則第 15

条第 25項第３号イ 



佐世保市税条例 内容 新対象 旧対象 

改正後 改正前 

附則第 91項 附則第 90項 特定再生可能エネルギー発電設備

（特定地熱発電設備）に係る固定資

産税の課税標準に関する参酌割合 

地方税法附則第 15

条第 25項第４号ロ 

地方税法附則第 15

条第 25項第３号ロ 

附則第 92項 附則第 91項 特定再生可能エネルギー発電設備

（特定バイオマス発電発電設備で総

務省令で定める規模未満のもの）に

係る固定資産税の課税標準に関する

参酌割合 

地方税法附則第 15

条第 25項第４号ハ 

地方税法附則第 15

条第 25項第３号ハ 

※日米協定による特例法の正式名称 

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国

軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律（昭和 27年法律第 119号） 

 


